
生産者向け利用規約 

 

 

本「FavoMarche 生産者向け利用規約（以下「利用規約」という。）」は、「FavoMarche」  

代理販売サービス契約書（以下「契約書」という。）)」の一部です。生産者の FavoMarche

の利用掲載にあたっては、生産者用会員登録を実施して当社との契約を要するほか、「契約書」

に加えて、本「利用規約」が適用されます。 

 

第１条 受注・配送作業について 

1. 当社が提供するサービスを用いて生産者が販売する商品の配送、配送に係る配送業者

への料金の支払い、梱包、交換、その他の作業については、全て生産者の責任におい

て行うこととします。 

2. 生産者は、前項に記載する配送、梱包その他の作業について、第三者に委託すること

ができます。ただし、生産者が委託した第三者に起因する紛争については、当該第三

者の帰責性の有無にかかわらず、委託をした生産者が一切の責任を負います。商品を

購入する意思表示をした会員への配送の依頼は、当社担当者から生産者に対する電子

メールにて行われます。 

3. 生産者が前項の定める電子メールに対し、承諾する旨、返信した場合、もしくはそれ

に準ずる手段に基づく承諾の旨の意思表示をもって、生産者と購入者間に売買契約が

成立することとします。 

 

第２条 利用料金等について 

1. 当生産者は、当社に対し、本サービスにおいて出品した商品の売買契約が成立した場

合、本サービスの利用料として、売買契約が成立した商品の販売価格(消費税・送料

相当額を含む。)に契約書第 8 条第 1 項に記載の料率を乗じた金額を支払うものとし

ます。 

2. 当社は、前項に定めるサービスの利用料を、購入者から当社を介して生産者に対して

支払われる商品代金からその都度差し引く方法により受領することができるものとし

ます(以下、その残額部分を「差し引き済み商品代金」という。)。 

3. 当社は、毎月末日締めで、生産者が出品した商品の売買契約が成立し、当該売買契約

に関する購入者の商品代金の支払、商品の発送の一連の取引が完了したと判断した取

引について、その差し引き済み商品代金の金額を計算し、翌月末日までに当社の指定

する方法で当該生産者に支払うものとします。なお、購入者の商品代金の支払や商品

の発送など、取引の完了の確認が取れない契約については、当社は、生産者に対する

差し引き済み商品代金の支払いを留保できることができるものとします。 

 



第 3 条 商品掲載について 

1. 当社が定める申し込み方法により生産者となるための申し込みを行い、事前に当

社の承諾を得た方のみが生産者となりサービスを利用できます。本サービスの生

産者となるための利用の申し込みをした方は、契約書に加え本利用規約に同意を

したものとみなされます。 

2. 本サービスの生産者となるための利用申し込みを行い、当社から承諾を受けた生

産者は、本サービスを利用することができます 

3. 以下のような方は契約生産者となることができません。 

（1）事業ではなく趣味として生産を行っている方 

（2）その他、契約書の了承得られない方 

（3）当社が不適切と判断した方 

4. 生産者は、当社が提供するサービスの利用にあたり、食品衛生法、不当景品類及

び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等

に関する法律その他の法令を遵守していること、及び食品の衛生管理のほか食品

を生産するために必要な手続きを適切に履践していることを保証するものとしま

す。 

5. 生産者は登録情報の変更があり場合は特に注意して遅滞なく変更事項を当社に通

知し、最新の登録情報に保つ義務を負うものとします。 

6. 当社は、生産者が前項の定めに基づく義務を適切に履行していないことが明らか

になった場合は、当該生産者に対して事前に通知又は催告することなく、不適切

情報を削除ないし訂正することができます。生産者は、自ら出品した商品を期日

までに会員に届けるよう最善を尽くすものとします。急な気候の変化や自然災害

等により予定通りに発送できない場合は、会員に理解を得るよう善処するものと

します。 

 

第４条 禁止事項 

生産者は、当社が提供するサービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行

為をしてはなりません。 

1. 真に売却する意思のない商品を出品する行為 

2. 手元にない又は将来にわたり自ら生産する予定のない商品を第三者からの予約・

取り寄せで販売する行為 

3. 本取引に関する報酬を会員から直接受領する行為。 

4. 悪質な客引きと判断される行為。 

5. 当社が定めるガイドライン等において禁止する情報を掲載又は当該情報へのリン

ク(当該情報が掲載されている WEB サイトへのリンクを含む)を設定する行為 

 



第 5 条 契約取消等 

1. 当社は、生産者が、契約書に違反した場合は、事前に通知又は催告することな

く、当該生産者について当社が提供するサービスの利用を一時的に停止し、アカ

ウントを停止し、又は生産者としての登録を取り消すことができます。なお、か

かる登録の取り消し等の処分は、当該生産者に対する損害賠償請求を妨げるもの

ではありません。 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により生産者に生じた損害について一切

の責任を負いません。 

 

以上 

【2020 年 9 月 1 日制定】 


